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1. 地域公共交通の活性化・再生

2. 低炭素地域づくり面的対策推進事業

3. 「エコ通勤」の推進

4. 参 考



・自家用乗用車の普及等により、日常生活
における自家用乗用車への依存が高まっ
ており、長期的に公共交通の利用者は減
少傾向

公共交通からマイカーへシフト

・地方鉄軌道事業者の約8割が赤字
・乗合バス事業者の民事再生法・会社更生法
等の法的整理が続出
・一般旅客定期航路事業者の約7割が赤字

交通事業者の厳しい経営状況

・地方都市、過疎地域における交通
空白地帯の出現
・都市部における交通渋滞等に
よるバスの走行環境の悪化 等

公共交通サービスの低下

自家用自動車の普及により、公共交通の維持が困難になる等、地域公共交通を巡る環境は危機的な状況
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バスの輸送人員（三大都市圏以外）の推移 地方鉄道の輸送人員の推移 国内旅客船の輸送人員の推移

６７％減

１７％減 ４１％減

※昭和62年度から平成19年度の期間に廃止・開業
等に伴う営業路線の変化がない事業者（72社）

今後の社会環境の変化等に適切に対応していくためには、地域公共交通の活性化・再生が必要不可欠

高齢化率（65歳以上の割合）
2000年 17.3％ 2007年 21.5％ 2015年 26.9％

■急速に社会の高齢化が進んでいる。

資料）平成２０年版 高齢社会白書

■運輸部門におけるＣＯ２排出量の約半分

は自家用乗用車から。

■自家用乗用車と比較すると、鉄道・バスの

ＣＯ２排出量は極めて少ない。
自家用乗用車に比べて、

バスは ３／１０ 鉄道は１／１０

■走行キロあたりの死亡事故件数は、

自家用乗用車より公共交通の方が少ない。

■高齢者の死亡事故が急増。
高齢者（７５歳以上）の運転者による死亡事故は１０年
前の１．５倍（Ｈ１９年で４２２件）に増加

資料）平成２０年１２月 高齢運転者の支援に関する検討委員会報告書

安全な交通の確保ＣＯ２排出量の拡大高齢化の進展

地域公共交通の活性化・再生の必要性
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地域公共交通活性化・再生総合事業

◇ 鉄道、バス・乗合タクシー、旅客船等の実証運行（航）
・ 鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
・ コミュニティバス・乗合タクシーの導入、路線バス活性化の実証運行
・ 空港アクセス改善（空港アクセスバスの実証運行等）
・ 旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更等の実証運航 等

◇ 車両関連施設整備等
・ バス車両購入費、車両・船舶関連施設整備、バス停等待合環境整備、
デマンドシステムの導入、ＬＲＶ（低床式軌道車両）の導入 等

◇ スクールバス、福祉バス等の活用
◇ 乗継円滑化等
・ 乗継情報等の情報提供、ＩＣカード導入、Ｐ＆Ｒ・Ｃ＆Ｒの推進 等

◇ 公共交通の利用促進活動等
・ レンタサイクル、イベント、広報、乗継割引運賃・周遊切符等の
システム設計 等

◇ 新地域旅客運送事業の導入円滑化
◇ その他地域の創意工夫による事業

（例）
地域公共交通活性化・再生総合事業計画 （３年）

【計画的取組の実現】
・計画に対する補助で、計画的な事業実施が可能

【協議会の裁量確保】
・事業をパッケージで一括支援
・メニュー間、年度間における柔軟な事業の実施

【地域の実情に応じた支援の実現】
・地域の実情に応じた協調負担の実現

【事業評価の徹底】
・成果を事後評価し、効率的・効果的な事業実施を確保

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 （平成１９年１０月１日施行）

・ 協議会の参加要請応諾義務
・ 計画策定時のパブリックコメント実施
・ 計画作成等の提案制度
・ 協議会参加者の協議結果の尊重義務

地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画

市町村が策定

市町村 公共交通事業者 地元企業 住民 等学校・病院等

＜制度の特徴＞

法定協議会

地域公共交通総合連携計画（法定計画）

うち協議会が取り組む事業

地域公共交通活性化・再生総合事業による支援

①「地域公共交通総合連携計画」
（法定計画）策定経費 定額

②総合事業計画に定める事業に
要する経費

・実証運行（航） １／２
・実証運行（航）以外の事業 １／２※
※政令市が設置する協議会の取り組む
事業 １／３

協議会が策定

策定支援

取組支援

地域公共交通活性化・再生法の目的を達成するため、同法を活用し、地域の多様なニーズに応えるために、鉄道、バス・乗合タクシー、旅客
船等の多様な事業に取り組む地域の協議会に対し、パッケージで一括支援することにより、地域の創意工夫ある自主的な取組を促進。
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地域公共交通活性化・再生総合事業の取組状況

・調査事業 １６８件

・計画事業 ８１件

（計 ２４９件）

平成２０年度

予算額予算額 ３０億円３０億円 予算額予算額 ４４億円４４億円 ＋＋
補正予算額補正予算額 ２５億円２５億円※※

平成２１年度

地域公共交通活性化・再生総合事業の取組と効果

・調査事業 １０８件

・計画事業 ２５５件

（計 ３６３件）
※Ｈ２１年１２月１６日現在

バス運行の効率化等

運行経 を削減。（当別

路線バス、福祉バス、病院送迎バス
等を、誰もが利用できるバスとして一元
化し、サービスの向上を図るとともに、
運行経費を削減。（当別町）

【路線図の作成】

福祉バス

送迎バス

路線バス
【一元化】

移動手段の確保による地域活性化 地域関係者の参画による利用促進

、

活 足としても定着。（西会

コミュニティバスの運行により、バス
通学が可能になり、高校が存続。また、
地域住民の通院・買い物等の日常生
活の足としても定着。（西会津町）

【コミュニティバス】 【車内の風景】

の
増加。 北近 タン 鉄道沿

鉄道・バスといった公共交通ネットワーク
の改善を図るため、地域一丸となった創意
工夫による様々な事業を実施し、利用者の
増加。（北近畿タンゴ鉄道沿線市町村）

【ラッピング車両】【イベント列車】【バス停の整備】

・新規事業の実施

・計画事業へ移行

・２２年度も継続実施

平成２２年度

予算政府案額予算政府案額 ４０ ２億円４０．２億円

※※車両購入、施設整備等ハード事業を
中心に事業実施

地域のニーズ
が大きく、着実
な推進が重要
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地域公共交通ルネサンス
～既存ストックの有効活用による地域公共交通活性化・再生支援の充実・強化～

地域公共交通
活性化・再生
総合事業

・地域公共交通活性
化・再生法を活用
し、鉄道、バス・乗
合タクシー、旅客
船、航空機等の多
様な事業に取り組
む地域の法定協議
会に対しパッケー
ジで一括支援。

〔22年度予算額 40億
円 (21年度 48億円)〕

地域公共交通

地方バス路線維持対策

・生活交通確保のため、広域的・幹線的なバス
路線について、都道府県と協調して補助。
〔22年度予算額 68億円 （21年度 76億円）〕

公共交通移動円滑化事業

・高齢者、障害者等が公共交
通機関を利用しやすくする
ため、 ノンステップバスの導
入、福祉輸送普及促進等を
図る。〔22年度予算額 8億円

(21年度 8億円）〕

地方バス

離島航路維持・構造改革支援制度

・運航欠損への補助。
・公設民営化のための船
舶買収・船舶建造支援。
・省エネ船舶、需要規模に
あった船舶等への代替
建造支援。
〔22年度予算額 48億円
（21年度 48億円）〕

離島航路

平成２２年度 地域公共交通関係予算政府案額 ２００億円
（平成２１年度予算額 ２２６億円）

鉄道事業再構築事業への重点的支援等

地域鉄道

コミュニティ・レール化の支援

離島航空路線に係る補助事業

・離島住民の日常生活及び経済活動に重要な役割を果たして
いる離島航空路線の維持を図るため、運航費補助及び衛星
航法補強システム（MSAS）受信機購入費補助を実施。

〔22年度予算額 6億円 (21年度 11億円)〕

離島航空等

離島・コミューター路線の維持・活性化に係る実証実験事業
【新規】

・代表的な離島・コミューター路線を複数選定し、都市圏からの
誘客による需要拡大や航空会社間の連携によるコスト削減
につながる先進的な各種取組みについて実証実験を実施。

〔22年度予算額 0.4億円 (21年度 0円)〕

・「公有民営」等の鉄道事業再構築の取組を重点的に支
援するほか、安全性向上に資する設備整備を着実に推
進。 〔22年度予算額 22億円 （21年度 24億円）〕

・潜在的な鉄道利用ニーズが大きい
地方都市やその近郊の路線等に
ついて、総合連携計画に基づき
ハード・ソフト一体で大幅な利便性
向上等を図る「コミュニティ・レール
化」を支援。〔22年度予算額 8億円の内
数 （21年度 11億円の内数）〕
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稚内市稚内市 士別市士別市

美幌町美幌町

釧路市釧路市

むかわ町むかわ町

当別町当別町

新十津川町新十津川町

滝川市滝川市

沼田町沼田町

倶知安町倶知安町

栗山町栗山町

紋別市紋別市

長沼町長沼町

帯広市帯広市

東川町東川町

弟子屈町弟子屈町

国土地理院承認 平14総複第149号

認定件数

調査事業 ９

計画事業 １７

倶知安町倶知安町・
セコ町・ニセコ町・
蘭越町・共和町蘭越町・共和町

留萌市留萌市

豊浦町豊浦町

鹿追町鹿追町

厚真町厚真町

平取町平取町

日高町日高町

新冠町新冠町

【凡例】

調査事業を実施している市町村

計画事業を実施している市町村

●●●●市市のように、斜体で表記している市町
村は複数の協議会に参加している市町村

【交通モード】

鉄軌道 バス・乗合タク
シー

旅客船 水陸両用
車

航空機

美深町美深町

恵庭市恵庭市

5

平成21年度 北海道運輸局管内 地域公共交通活性化・再生総合事業 認定状況



帯広市地域公共交通活性化協議会

○利用促進策の推進（21年度～）

・効果的かつ効率的なモビリティ・マネジメント（MM）
を展開し、マイカー依存から公共交通機関への自発
的転換を促す。
・新規２路線のわかりやすいバスマップ・時刻表を、
作成・配布する。
・市民一人一人のライフステージに合った、情報提供
を行うことで、バス利用の促進を図る。
・高齢者に対する公共交通をテーマとした教育プログ
ラムの実施等による利用促進策を展開する。

帯広市は、十勝平野の中央に位置する中核都市であるが、マイカーへの依存度が極めて高い。これは、実際の市民

の移動ニーズとバスサービスの内容が乖離していることが原因の一つと考えられる。そこで、適切なバスネットワークの
形成、利用促進策の推進等により、安全で安心な移動を可能とする地域の足を確保し、ニーズに適したバスサービス
の提供、自動車利用の抑制と公共交通に肯定的な市民意識の形成を図り、公共交通の活性化とともに地域全体の活
性化を実現する。

概 要

○適切なバスネットワークの形成（21～23年度）

・市内の西地区において、現行路線ではアクセス困
難な南北
移動を可能とする「帯広運転試験場～イトーヨーカ
ドー間」及び「西地区周辺循環」の新規２路線の導入
実証実験を行う。
・ 「帯広の森」、「緑ヶ丘公園」の公的施設へのアクセ

ス向上のため、路線改編による実証実験を行う。

運転免許試験
場

帯広の森

利用促進策の推進

緑ケ丘公園

帯広市市街地

国土地理院発行２０万分の１地勢図よ
り

イトーヨーカドー

適
切
な
バ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

（運
転
免
許
試
験
場
～
イ
トー
ヨ
ー
カ
ド
ー
間
の
新
規
路
線
の
導
入
）

適切なバスネットワークの形成
（西地区周辺を循環
する新規路線の導入）

適切なバスネットワークの形成
（公的施設へのアクセス向上）

平成２０年２月２５日設置
平成２１年３月２６日連携計画策定

帯広市
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長沼町は、町営バスが町内の公共交通の中心であるが、住宅が低密度に分散していることもあって、路線が長大となり、運行

の効率性が低いため収益が低迷しているほか、農村地域においては、バス停までの距離が長く、公共交通空白地帯が多く存在
していることから、デマンド型交通の導入、モビリティ・マネジメントの実施、リアルタイムな予約や走行位置の情報提供が可能な
システムの構築、商店街と連携したバス利用促進策の推進等により、公共交通空白地帯の解消や町内の公共交通の利便性の
向上を図る。

○デマンド型交通の導入（21～23年度）
・公共交通空白地帯の解消や高齢者の買物・通院等
の日常生活における足の確保のため、21年度秋から
段階的に、町中心市街地を軸に３区分した地域にお
いて、デマンド型交通導入の実証実験を行う。

○商店街との連携（22～23年度）
・バスの利用促進策として、バスを利用して買物にき
た利用客に対して、バス運賃の割引や購入商品を割
り引きする実証実験を行う。

○リアルタイム情報提供システムの構築（23年度）
・デマンド型交通は、利用者が多くなると迂回箇所が
増え、運行時間や待ち時間が長くなるため、利用の低
下が懸念されることから、デマンド型交通車両発車後
においても電話予約が可能で、リアルタイムにどこを
走行しているか把握可能なシステムの構築を行う。

○モビリティ・マネジメントの実施（21～23年度）
・デマンド型交通の利用促進を目的にデマンド型交通
の実証実験に合わせて、住民を対象とした運行方法
や運行時刻の周知等を行うモビリティ・マネジメントを
実施する。

国土地理院発行２０万分の１地勢図よ
り

長沼町市街地

商店街との連携

デマンド型交通の導入

リアルタイム情報提供
システムの構築

北長沼水郷公園

ハイジ牧場

マオイの丘公
園

モビリティマネジメントの実施

長沼町地域公共交通活性化協議会
平成２０年３月 ４日設置
平成２１年３月１７日連携計画策定

長沼町概 要
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○設備の充実（20年度～）
・バス停留所のデザインの改善や待合所の設置を進める。
・ノンステップバスの導入を検討。
・ＪＲ石狩当別駅及び石狩太美駅等において、バス・ＪＲの運行状況等を
表示する情報提供システムを整備。
・バス車内に音声映像案内システムを導入。

○「当別ふれあいバス」の運行（20年度～）
・当別町、北海道医療大学、北洋交易株式会社、医療法人社団とうべつ
整形外科の４者による費用負担により、コミュニティバス「当別ふれあいバ
ス」の運行を継続するほか、 利用者少数路線の経費削減・サービス充実
化を目的とした、デマンドシステム導入の実証運行を21年度に実施。
・公共交通空白地帯解消に向け、デマンドシステムによる「当別ふれあい
バス」の運行を検討。
・ＪＲあいの里公園駅からＪＲ最終便に接続した「深夜バス」運行を実施。
・バスを利用して図書や農産物・郵便物を輸送する「物流システム」導入
の 実証実験を実施。

当別町は、地形が南北に長いほか、東西に市街地が二極化しており、また、札幌市や江別市といった都市に隣接し

ていることなどによって、自動車への依存が非常に高い地域であることから、コミュニティバス（当別ふれあいバス）の運
行、設備の充実、公共交通利用促進策の実施等により、町内交通モードを自動車から公共交通への転換を図る。

○公共交通の利用促進策の実施（20年度～）
・住民等に対し、利用促進パンフレットやニューズレターの配布、講演会
やセミナーの実施、定期的なアンケートの実施等。
・小中学生に対し、「かしこいクルマの使い方」や「てんぷら油でバスが走
る」などの交通教育を実施。
・使用済みてんぷら油の回収システムを導入し、ＢＤＦを製造して、バス
の燃料とする。
・ラッピングバスの運行。
・潜在利用者の発掘や既存利用者の利便性向上を目的に、21年度にＨＰ
を開設。

国土地理院発行２０万分の１地勢図より

設備の充実（音声
映像 案内システム

図書や農産物・郵便物を輸
送する「物流システム」の導入

公共交通の利用促進策の実施
（ホームページの開設）

複数のバスを統合した当別版コミュ
ニティバス（「当別ふれあいバス」）
の運行・デマンドシステムの導入

設備の充実
（待合所の設置）

JR最終便に接続し
た深夜バスの運行

当別町地域公共交通活性化協議会
平成２０年２月 １日設置
平成２０年３月２６日連携計画策定
平成２１年３月 ６日連携計画変更

当別町概 要

8



交通基本法検討会

５．交通計画（第１４条～第１６条）
政府は、交通に関する施策の推進を図るため、交通基本計画を
策定。
都道府県は、交通に関する施策の推進を図るため、都道府県交
通計画を策定。
市町村は、交通に関する施策の推進を図るため必要があると認め
るときは、市町村交通計画を策定。
６．交通に関する基本的施策（第１７条～第２６条）
国は、
・交通条件に恵まれない地域における交通施設の整備の促進
・移動制約者に配慮された交通施設の整備の促進
・都市部における交通の混雑の緩和
・運賃又は料金の負担の軽減
・交通に係る投資の重点化
・有機的かつ効率的な交通網の形成
・交通による環境の保全上の支障の防止 等の施策を推進。
地方公共団体は、国の施策に準じた施策及び地域の応じた施策
を実施。

交通基本法検討会について交通基本法検討会について
１．趣旨
「コンクリートから人へ」への政策転換の中で、公共交通を維持・再生し、人々の移動を確保するとともに、人口減少、少子・

高齢化の進展、地球温暖化対策等の諸課題にも対応するため、交通政策全般にかかわる課題、将来の交通体系のあるべき姿、
交通にかかる基本的な法制のあり方等について検討を行う。
２．進め方
辻元副大臣及び三日月政務官が検討会を主催し、外部の有識者・事業者等からヒアリングを行う。
○ ヒアリングの進め方
有識者・事業者等から公共交通の維持・再生に関する課題等、今後の我が国の交通のあるべき姿についてご意見を伺う。
○ スケジュール
・ 第１回検討会を11月13日、第2回検討会を12月8日、第3回検討会を12月25日、第4回検討会を1月20日に開催。
・ １ヶ月に１～２回程度を目途に検討会を開催し、ヒアリングを実施。
・ 来年６月頃を目途にヒアリングを踏まえた検討の成果をまとめる。

１．目的（第１条）
交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進による国民の健康で文化
的な生活の確保及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
２．移動に関する権利（第２条）
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動を保
障される権利 を有する。
何人も、公共の福祉に反しない限り、移動の自由を有する。

３．基本理念（第３条～第７条）
・交通体系の整備を、各モードの役割分担と有機的かつ効率的に連携を
旨とし、総合的に実施。
・交通による環境への負荷は、できる限り低減。
・大規模災害時における必要な交通を確保することを旨とし、交通施設を
整備。
・国際交通機関及び関連施設の整備を国際競争力の維持・強化を図る
ことを旨として実施。

４．国等の責務（第８条～第１３条）
国・地方公共団体・事業者・国民は、それぞれ３．の基本理念の実現に
向けた責務を有する。
政府は、法制上の措置等を取るとともに、年次報告等を国会に提出。

※※ 交通基本法案の概要交通基本法案の概要 （第165回国会（平成18年12月）民主党・社民党共同提出 第171回常会で衆議院解散となったため廃案）
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低炭素地域づくり面的対策推進事業

【目的】 自動車交通需要の抑制、公共交通の利便性の向上、未利用エネルギーや自然資本の活用により、都市構
造や社会資本などの既存の「まちのかたち」そのものを低炭素型に変え、低炭素社会のモデルとなる地域づくりを
実現する。
－ 歩いて暮らせる拠点集約型地域・都市構造の構築

－ 風の道の確保や再生可能エネルギーの集中導入等、市街地再編に併せた徹底的な低炭素化

低炭素地域づくり計画

◆CO2削減目標の設定
◆目標達成のための施策
・自動車交通需要の抑制策
・公共交通機関の利便性向上策
・効率的な土地利用の促進策
・未利用エネルギーや再生可能エネルギーの活用
・エネルギーの効率的利用の促進策

・自然資本の活用による低炭素化 等

地球温暖化対策地域協議会
地方公共団体・交通事業者・大規模商業施設・地域住民 等

環境省 国土交通省支援 助言

＜22年度予算＞
◆委託 3.1億円
・委託先：地域協議会又は地域協議
会に参画する民間事業者

◆補助金 3.2億円
・交付先：当該計画や地方公共団体
実行計画又は環境モデル都市に

位
置づけられた事業の実施者
・負担割合：１／２（最長3年）

CO2
削減
目標
の
設定

CO2 
削減
シミュ
レー
ション
の実
施

複数施
策を面的
に盛り込
んだ低炭
素地域
づくり計
画を策定

以降次年度初年度

計画に
位置づ
けられ
た面的
な対策
の実施

【背景】 地球温暖化対策推進法改正（平成20年6月）

○地方公共団体実行計画に以下について盛り込む

・自然エネルギー導入の促進

・事業者、住民による省エネその他の排出抑制の推進

・公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善 等

○都市計画や農業振興地域整備計画などの施策の実施に反映

高知市 前橋市

拠点集約型の都市のほうが運輸旅客部門の1人当たりCO2排出量が少ない

ICカード導入とCO2削減量の見える化
による公共交通機関の利用促進

コミュニティ・サイクルや
カーシェアリングの導入

トランジットモールやパークアンド
ライドの導入

再開発を機とした地域冷暖房
の導入

風の通り道や地域冷熱源と
なる緑地の確保

太陽熱供給システムを導入
した集合住宅の整備

0.87t-CO2/人 1.21t-CO2/人

※濃い色のほうが
人口密度が高い

（平成18年版
環境白書より）

（22年度予算内示額630百万円、21年度予算額950百万円）
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委託事業のイメージ 予算内示額：3.1億円 委託費：上限2千万円

1. 受託者

• 地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画協議会又は地球温暖化対策地
域協議会（ただし地方公共団体には委託できない）

• 当該協議会に参画している民間事業者

2. 事業内容

• 次に掲げる事業に関するCO2削減量のシミュレーションの実施 （初年度）
イ． 自動車交通需要を抑制する事業

ロ． 公共交通機関の利用を増加させる事業

ハ． 効率的な土地利用を促進する事業

ニ． 未利用エネルギー又は再生可能エネルギーを活用する事業

ホ． エネルギーの効率的な利用を促進する事業

へ． その他集約的な都市構造の構築に資する事業

• シミュレーションに基づき、地域計画を策定（2年目）
• 委託事業は2カ年を原則とするが、単年度で実施してもよい

3. 計画例

• ICカード導入とCO2削減量の見える化による公共交通機関の利用促進
• コミュニティ・サイクルやカーシェアリングの導入

• レンタサイクルシステムの導入について調査及び実証試験

• 駅と工業団地間シャトルバスの試験運行や周辺住民の利用促進方策

• パーク＆レールライドシステムの導入について調査や試験運行

などの施策を複数組み合わせる必要あり
11



平成20・21年度選定事業（北海道内） 【委託事業】

番号 団体名 提案概要 実施地域

H20 石狩湾新港地域温暖化対策協議会

石狩湾新港地域におけるＣＯ２排出現況を把握し、域内未利用
エネルギー（工業用水保有熱）の効率的利用可能性と交通体系
改善可能性の調査を実施し、エネルギーと交通の両面からＣＯ
２削減シミュレーションを行う。

石狩市・小樽市

H20 登別市低炭素地域づくり推進協議会

サミットが開催される洞爺湖に隣接する登別市において、観光
産業における炭素削減及び公用車活用型カーシェアリングなど
の実証実験を行い、その成果を基に低炭素地域づくり計画を策
定し、実行を図る。

登別市

H20 恵庭市地球温暖化対策協議会
公共交通優先型社会の形成、廃食油循環モデル、市民・企業な
どの主体的なＣＯ２削減取組の推進を3つの基軸とし、交通分野
を中心に低炭素地域づくりを推進する。

恵庭市

H20
ニセコ町公共交通関連温暖化対策地域
協議会

外国人観光客が急増しているニセコ町において、バス＆サイク
ル型観光・ハーフツアー型観光・雪国生活交通デマンドなどの
実証実験や導入可能性調査を展開し、低炭素型観光モデルに
よる低炭素地域づくり計画を策定する。

ニセコ町

H20
白老町地域交通関連温暖化対策地域協
議会

支笏洞爺国立公園に位置する本町において、地元企業が生産
するＢＤＦ燃料を観光シャトルバスや生活交通バスで活用する
実証実験を行い、循環型社会の構築を目指した「地域循環型の
低炭素地域作り」を推進する。

白老町

H21 礼文町地球温暖化対策地域協議会

フェリーターミナルと観光スポットを結ぶ小型シャトルバスの運行
実験による本格導入時のシミュレーションと、観光客や町民の島
内移動に則したデマンド交通導入可能性検討により、低炭素地
域づくりの方向性を検討する。

礼文町

H21 北海道帯広市

自動車への依存性が強い帯広市において、運輸部門からの二
酸化炭素排出量を削減することを目指し、工業団地や大学等の
通勤時の交通手段として、バスの利用を促進するため、利便性
の確保や効果的な運行について調査とシミュレーションを行い、
低炭素地域づくりを推進する地域計画を策定する。

帯広市
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補助事業のイメージ 予算額：3.2億円 負担率：1/2（最長3年間）

1. 対象者

• 民間事業者（地方公共団体が自ら事業を行う場合は対象とならない。）

2. 対象事業
• CO2削減目標を達成するため、以下の計画等に位置づけられた面的対策事業であって、導入事

例が少なく先進的な事業又はCO2削減のために追加的に実施する事業。
 本事業の委託事業により策定した地域計画

 環境モデル都市アクションプラン

 地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画

3. 具体例

類型 具体の事業

専らエネルギー起源の二酸化炭素排出削減のために
実施するものであって、都市の社会経済システムの変
革につながる先進的な事業

・複数の住宅を対象としたＣＯ２削減量集計システムの整備

・廃棄物処理に係る排熱やバイオガス、地中冷熱等の未利用

エネルギーの面的利用設備の整備

・一般向け低炭素交通燃料製造・供給設備の整備（ＣＮＧステーション、電気自動
車用充電ステーションなど）

・中心市街地等への自家用車流入規制のためのシステムの整備

専らエネルギー起源の二酸化炭素排出削減のために
実施するものであって、既存の移動手段を有効活用す
るための先進的な事業

・ＣＯ２削減量カウント機能付き交通ＩＣカードの導入

・ＩＣカードを活用したパークアンドライドシステムの整備

専らエネルギー起源の二酸化炭素排出削減のために
実施するものであって、地域に新たな移動手段を提供
するための先進的な事業

・自転車市民共同利用システム（コミュニティサイクル）の導入

・カーシェアリングの導入

・デマンドバス（営業用路線バスを除く。）の導入

・マイカー利用縮減のために民間事業者が導入する企業バス、

コミュニティバス等（いわゆる営業用路線バスを除く。）の導入
13



平成21年度選定事業 【補助事業；1次採択】 （1/2）

番号 対象地域
計画事業者名
（実施事業者名）

事業名 事業概要

1
東京都
千代田区

大手前・丸の内・有楽町地
区再開発計画推進協議会
（株式会社グランドパーキン
グセンター）

電気自動車用急
速充電器ネット
ワーク化事業

「千代田区環境モデル都市行動計画」にもとづき、千代田区
大丸有地区等で低炭素地域づくりを推進するため、東京駅
付近に電気自動車用の急速充電器を設置し、充電器の
ネットワーク化を図り、電気自動車利用を推進するものであ
る。

2
京都府
京都都市圏

低炭素社会を実現する交通
のあり方を考える協議会
（オリックス自動車株式会
社）

京都都市圏カー
シェアリング事業

京都市内を中心に、低炭素社会を実現するための車利用と
して、カーシェアリング事業を行うための設備整備等を行う
ものである。本事業では、携帯電話からの予約やICカードを
使用した管理システムを構築するとともに、複数の貸出拠
点をネットワーク化することで、カーシェアリングの利便性を
高め、さらに鉄道やバス等公共交通機関の利用度を向上さ
せるものである。

3
大阪府
摂津市

摂津市南千里丘低炭素型
まちづくり協議会
（阪急電鉄株式会社）

阪急電鉄京都線
摂津市駅における
レンタサイクル整
備事業

環境配慮をコンセプトとした「摂津市南千里丘低炭素まちづ
くり計画」をふまえ、公共交通機関へのモーダルシフトを促
進するため、環境負荷の低い交通手段であるシェア形態の
レンタサイクル事業を実施する。このため、阪急京都本線に
あらたに設置される「摂津市」駅前に、レンタサイクル駐輪
場を設置するとともに、主たる電源を太陽光発電により確保
する。

4
大阪府

茨木市・箕面
市

彩都低炭素タウン推進協議
会
（株式会社フルタイムシステ
ム）

コミュニティサイク
ルの公共交通化
促進事業

大阪府彩都地域において、自動車から自転車・公共交通機
関へのモーダルシフトを促進するため、大阪モノレール 彩
都西駅前にレンタサイクル施設を整備する。本施設では、
電動補助付き自転車を２４時間体制でレンタルするとともに、
公共交通機関のカードシステムと連携し、登録・貸し出し及
び車両管理を無人で行うシステムを導入する。

5
鹿児島県
霧島市

鹿児島都市圏地球温暖化
防止交通対策協議会
（JR九州株式会社）

ＪＲ国分駅パーク
＆ライド整備事業

輸送部門の二酸化炭素排出量を削減するため、市街地へ
の自動車流入を抑制する。このため、ＪＲ九州 国分駅前に
パーク＆ライド用設備を整備し、主要幹線道路を利用する
マイカー通勤者の公共交通機関への転換を促す。
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平成21年度選定事業 【補助事業；2次採択】 （2/2）

番号 対象地域
計画事業者名
（実施事業者名）

事業名 事業概要

1

阪急電鉄京都
本線および嵐
電(京福電鉄嵐
山線)沿線、京
都市右京区お
よび西京区(京
都府)

京都市
阪急電鉄株式会社
京福電鉄株式会社

阪急電鉄京都線
および嵐電(京福
電鉄嵐山線)にお
けるサイクル＆ラ
イド環境整備事業

京都市の｢京都市環境モデル都市行動計画｣実現のため、
主要観光地と住宅地が混在する本事業エリア(京都市右京
区、西京区)において、都市間輸送を担う鉄道路線(阪急電
鉄(株))とその駅に接続する路面電車(京福電気鉄道(株))が
エリア連携して、環境負荷の低い交通手段であるレンタサ
イクル等の整備を行う。また、鉄道、路面電車、レンタサイク
ルや駐輪場を１枚のカードで利用可能とするＩＣカードシステ
ムの整備を行う。観光客と沿線住民双方のマイカーによる
移動から自転車と電車を利用した交通手段へ転換を図り、
低炭素社会の実現に不可欠なライフスタイルの転換を促進
する。

2

福岡市内地区、
箱崎九大前駅
地区、梅林駅
地区、姪浜駅
地区(福岡県)

福岡市地球温暖化防止市
民協議会
福岡市交通局

パーク２４株式会社

交通ＩＣ乗車券｢は
やかけん｣を使っ
た全自動パーク＆
ライド

自動車を利用した郊外から都心への通勤形態を鉄道（地下
鉄）利用に変換するため、鉄道用ICカードを駐車場利用に
使用できるシステム（パーク＆ライド）を構築し、CO2排出量
の減少を図り低炭素地域づくりを推進する。
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「エコ通勤」の推進

• 「エコ通勤」とは、従業員の通勤手段が、マイカーから電車や
バス・自転車・徒歩等に、自発的に転換することを促す、
事業所主体のさまざまな取り組み。

• 全国各地でノーマイカーデーや公共交通利用促進によるエコ通勤の
取り組みが実施されてきている

自宅・寮など

職場

自宅・寮など
職場

実施前 実施後

相乗り通勤

自転車通勤

公共交通
で通勤

（主にマイカー通勤者を対象） 鉄道駅

通勤バス

鉄道駅

パーク＆
ライドなど

＜問題点＞
・渋滞の発生
・周辺環境の悪化
・従業員の遅刻、事故

事業所主体の
取り組み

電車・バスの情報提供
通勤制度の見直し
通勤バス導入 等

「エコ通勤」

「エコ通勤」のイメージ

自治体・国（運輸局）

支援 等
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我が国の運輸部門におけるＣＯ２排出量

■日本のＣＯ２排出量のうち、運輸部門からの排出量は約１９％。

■自動車全体では運輸部門の８７．３％（日本全体の１６．７％）、貨物自動車に限ると運輸部門の３５．６％

（日本全体の６．８％）を排出。

産業部門
（工場等）

４億７，０９４万㌧
《３６．１％》

業務その他部門
（商業、サービス、事務所
等）
２億３，６１９万㌧
《１８．１％》

運輸部門
（自動車、船舶等）

２億４，９２０万㌧
《１９．１％》

日本の各部門におけるＣＯ２排出量

ＣＯ２総排出量
１３億０，４００万㌧
（２００７年度

確定値）

※電気事業者の発電の伴う排出量、熱供給事業者の熱発生に伴う排出量はそれぞれの消費量に応じて最終需要部門に配分
※温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」より国土交通省環境政策課作成

運輸部門におけるＣＯ２排出量

内訳

自家用乗用車
１億２，０１１万㌧
《４８．２％》

自家用貨物車
４，３７０万㌧
《１７．５％》

営業用貨物車
４，４９６万㌧
《１８．０％》

バス
４５８万㌧ 《１．８％》
タクシー
４３０万㌧ 《１．７％》
内航海運
１，２４１万㌧ 《５．０％》
航空
１，０８８万㌧ 《４．４％》
鉄道
８２６万㌧ 《３．３％》

○ 自動車全体で
運輸部門の８７．３％
（日本全体の１６．７％）

○ 貨物自動車は
運輸部門の３５．６％
（日本全体の６．８％）

家庭部門
１億７，９９７万㌧
《１３．８％》

その他
１億６，７４９万㌧
《１２．８％》
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旅客輸送におけるCO2排出量原単位（g-CO2/人キロ）

0 50 100 150 200

19

51

168

鉄道

バス

自家用乗用車

（輸送機関別のCO2排出量原単位（１人を１km輸送したときのCO2排出量）、２００７年度）

g-CO2/人キロ
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日東電工㈱尾道事業所
（尾道工業団地)

尾道駅

東尾道駅

松永駅

(C)Yahoo Japan

日東電工㈱尾道事業所のエコ通勤の取組
～平成２１年度 交通関係環境保全優良事業者等大臣表彰～

・約９００人の従業員がバスに転換・約９００人の従業員がバスに転換
（年間約１，２００ｔのＣＯ２排出削減）（年間約１，２００ｔのＣＯ２排出削減）

・通勤時の事故が減少・通勤時の事故が減少
３６（１８年度３６件⇒２０年度２１件）

・約９０人／日の従業員以外の一般客が・約９０人／日の従業員以外の一般客が
ス 利 （ 成２１年６ ）当該バスを利用（平成２１年６月）

公共交通路線がなく、約２，０００人の公共交通路線がなく、約２，０００人の
従業員のほとんどがマイカーによる通勤従業員のほとんどがマイカーによる通勤

平成１９年２月 従業員専用の通勤バスを導入。
尾道市営バス（現おのみちバス㈱）に運行委託

工場前に方面別にバス停を設置

平成２１年４月 従業員専用バスを路線バス化
し、一般に開放。周辺地域の住
民の交通手段を確保。

３方面（ＪＲ尾道駅、東尾道駅、松永駅）
へ、往路６２便、復路６３便

バス路線

渋滞などで周辺地域の環境悪化

工場前に方面別に３つのバス停を設置

（日東電工が整備し、尾道市に寄付）

従業員の通勤に関する事業所の考え方

１．地域の交通渋滞を緩和し、地域密着型の事業所を目指す。

２．交通事故のリスクを低減させ、従業員の安全を確保する。

３．地球環境にやさしい事業所＝エコ事業所として、従業員の車
通勤を削減する。

４．事業所内の敷地を有効活用し、敷地面積における生産性を
上げる。
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エコ通勤優良事業所認証制度

「エコ通勤優良事業所認証制度HP
（交通エコロジー・モビリティ財団）」
http://www.ecomo.or.jp/environment/
ecommuters/ecommuters top.html

エコ通勤優良事業所認証
ロゴマーク

 エコ通勤優良事業所認証制度の創設（2009年6月11日）
6月11日から申請受付開始
7月 3日に第１回認証・登録（以降、毎月月末に認証・登録を実施）

１２月末現在 全国２０３事業所が認証・登録
北海道では、千歳市役所、恵庭市役所、桑園中央病院（札幌市）が登録

申請書等
ダウンロード

20



エコ通勤優良事業所認証制度の概要

１．制度の趣旨・目的
エコ通勤に関する取組みを積極的に推進している事業所、自治体を優良事業所として認証し、
登録するとともに、その取組み事例を広く国民に周知することにより、エコ通勤の普及促進を図る。

公共交通利用推進等マネジメント協議会
（認証制度事務局：国土交通省、交通エコロジー・モビリティ財団）

４．その他
有効期間は２年。１年ごとに取組状況の報告を行い、２回（２年分）の報告の内容により、有効期間
を２年延長する 。
取組状況報告において報告されたCO2削減量は、京都議定書目標達成計画の実施報告に算入さ
れる。
認証・登録された事業所はロゴマークの使用が許可され、HP等で公表される。

３．認証機関
公共交通利用推進等マネジメント協議会により、認証・登録を行う。
申請窓口は、地方運輸局等、認証・登録にかかる費用は無料。
国土交通省及び交通エコロジー・モビリティ財団で審査を実施。

２．認証対象
全国の事業所（行政機関を含む）のうち、一定の基準を満たした事業所を対象とする。
①エコ通勤推進担当者が指名されていること
②従業員の通勤実態を把握していること
③エコ通勤に関する具体的な取組みを実施していること
④エコ通勤プランが作成されていること
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申請～認証・登録の流れ

事業所

地方窓口 （国土交通省運輸局環境課 等）

公共交通利用推進等マネジメント協議会
（審査：国土交通省、交通エコロジー・モビリティ財団）

申請書提出

審査

取組み報告書
提出

新規認証・登録 取組み報告、認証・登録更新

認証・登録証
送付

報告されたＣＯ２削減量を
京都議定書目標達成計画

実施報告へ

国土交通大臣表彰（交通関係環境保全優良事業者等表彰）に推薦

審査

（２年目）
認証・登録証
送付
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対象となる事業所

• 全国の事業所（行政機関を含む）のうち、以下の基準
を満たした事業所

（１）エコ通勤推進担当者が指名されていること

（２）従業員の通勤実態を把握していること

（３）エコ通勤に関する具体的な取組みを実施している
こと （以下のいずれかを実施していること）

ア．コミュニケーション・アンケートの実施

イ．①従業員に対するエコ通勤の呼びかけ（例：公共交通情報の
提供、チラシの配布、等）

②その他エコ通勤に資する取組み（例：エコ通勤を促す通勤制
度、自転車通勤の奨励、等）

（４）エコ通勤プランが作成されていること
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法定協議会 ○○鉄道活性化・利用促進連携計画策定

対象地域（例：市全域、沿線2ｋｍ圏等）を選定し、

当該地域の住民、事業所等にＴＦＰ（時刻表・動

機付け冊子・アンケート配布等）を実施

乗り継ぎ・ダイヤの改善、イベント列車の運行、

企画乗車券、バリアフリー化の推進、・ＩＣカード

導入等地方鉄道の活性化・利用促進策を実施

通勤交通グリーン化推進プログラム（緊急経済対策）

同時実施

①参画するプレイヤーの拡大
②受け身の姿勢から主体的な取組みへの転換も期待できる
③ＣＯ２削減量の定量的評価やまちづくりへの貢献など成果も幅広く示すことができる可能性が高い

＜ハード施策＞ ＜ソフト施策＞

【ＭＭ手法を活用することにより、以下のような効果を期待ができる】

公共交通活性化の取組とエコ通勤の拡大
（地域公共交通活性化・再生総合事業の活用）

24

地域公共交通活性化・再生総合事業の枠組みを活用し、通勤交通グリーン化に係る計画策定を支援

通勤の効率化による交通円滑化、CO2排出量削減の同時達成

＜成長戦略に向けての布石＞

■平成２１年１２月末現在 ４件認定 （他、４件申請中）
・調査事業（通勤利用実態調査、公共交通利用促進アンケート実施、等）
・認定済 ：北海道恵庭市、 青森県八戸市、石川県内灘町、福岡県田川市



国の支援制度

 モビリティ・マネジメントによるエコ通勤の推進、公共交通利用促
進を条件により以下の支援制度が使用可能

地域公共交通活性化・再生総合事業

低炭素地域づくり面的対策推進事業
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（１）トラック運送事業におけるグリーン経営認証取得による効果

○燃費の向上

最大積載量８トン以上のトラックの場合 ４．５％向上

新規取得時平均燃費３．１２㎞／㍑

→更新審査時（２年後）平均燃費３．２６㎞／㍑

○交通事故の減少

走行距離１０万㎞当たりの交通事故件数 ２５．９％減少

新規取得時０．２４５件／１０万㎞

→定期審査時（１年後）０．１８２件／１０万㎞

（２）グリーン経営認証取得事業者の平均と全国平均の燃費比較

グリーン経営認証取得事業者の平均燃費は、全国平均燃費より約２５．３％改善されている。 （交通ｴｺﾛｼﾞｰ･ﾓﾋﾞﾘﾃｨ財団資料より）

営利性の追求と同時に環境問題への取組が社会的に求められる事業者（トラック運送事業、バ
ス事業、タクシー事業等）のため、事業実態に合い、かつ事業活動における環境保全の実効性を
高めるグリーン経営認証制度を創設。事業者の環境保全の努力を客観的に証明することにより、
取組意欲の向上を図り環境負荷の低減につなげていく。

主な成果

 平成２２年度末までに対象事業者（８７,１７３事業者）のうち１０％の事業者が取得
することを目指して普及促進に取り組む。
（平成２１年３月末現在の認証取得事業者は全体の２．９％（約２,５００社）。
なお、トラック、バス、タクシーにおける車輌台数ベースでは１０％以上。）

今後の方向性

 荷主に対する同制度の認知が低い（取得事業者が荷主から優先的に選定されない）
 未取得事業者への同制度の推奨（取得に対するメリットの説明）が不十分
 同制度取得によるインセンティブが不十分

課題

 全国の対象事業者のうち６,０８４事業所（２,８８３事業者）が認証取得済み（平成２１年１２月末現在）

認証取得までの流れ

認証登録事業所が保有する車両台数の全国の車両
台数に対する割合（平成２１年３月末現在）

割合

営業用トラック 10.1%

営業用バス 13.3%

法人タクシー 11.3%

(参考) グリーン経営認証の普及促進

「京都議定書目標達成計画」
（平成20 年3 月28 日閣議決定）（抜
粋）

○グリーン経営認証制度の普及促進
燃費の向上などの一定の優れた環境取
組を実施している運輸事業者を認定する
「グリーン経営認証制度」については、認
定事業者の平均燃費の向上に貢献してき
ており、今後更なる普及を促進する。
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(参考) 交通・観光分野におけるカーボンオフセットの推進

○平成21年７月３日、「交通・観光カーボンオフセットガイドライン」を策定（交通エコモ財団作成、国交省推奨）
⇒本ガイドラインに基づき、オフセットするCO2排出量の算定などを実施することが可能に
○平成21年12月１日、 同財団において「交通・観光カーボンオフセット支援システム」の登録申請受付を開始
⇒容易かつ低コストにクレジットを調達し、カーボンオフセットを導入することが可能に

【対象業種】
バス、タクシー、宅配、レンタカー、旅客船、
ホテル、旅行

【提示している内容】
カーボンオフセットの対象範囲、排出量の算定方法、
オフセット料金の徴収方法など
※国内航空、鉄道、自家用自動車の対象範囲及び算定方法については、
昨年10月にカーボン・オフセットフォーラム（J-COF）から示されている。

【特徴】
・取組みを強制するものではなく、各事業者による自
主的な参加、各利用者による自主的な利用が前提
・学識経験者、業界関係者などをメンバーとした「交通
カーボンオフセット研究会」（国交省はオブザーバー
参加）において内容の検討を行うなど、公平性、公正
性及び透明性の確保に配慮

「低炭素社会づくり行動計画」（平成20 年7 月29 日閣議決定）（抜粋）
カーボン・オフセットや炭素会計の取組について、事業者や国民の理解を広め、幅広い普及を図る。
カーボン・オフセットについては、2008 年度からモデル事業を実施するとともに、既存の諸制度や取組との整合性の検討や普及に際
して必要となる共通のルール（オフセットの対象となる排出量及びオフセットに用いられる削減量の算定方法、削減の確実性の確保、
削減量のダブルカウントの防止等）の在り方について検討を進め、2008 年度を目途に公表していく。

「交通・観光カーボンオフセットガイドライン」の概要 「交通・観光カーボンオフセット支援システム」のスキーム
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詳細については、交通エコロジー・モビリティ財団ＨＰ（http://www.ecomo.or.jp/environment/carbon_offset/carbonoffset_top.html）をご参照ください。 27


